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平成 21 年 4月 20 日 

 

各      位 

 

会 社 名  セイノーホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 田口 義隆 

（コード番号 9076 東証・名証 第 1部） 

問合せ先  取締役 経理部・財務 IR 部担当 丸田 秀実 

（TEL．0584－82－5023） 

 

会 社 名  株式会社西武ホールディングス 

代表者名  取締役社長  後藤 高志 

問合せ先  取締役総合企画本部長 関根 正裕 

（TEL．04－2926－2645） 

 

セイノーホールディングス株式会社による西武運輸株式会社の株式取得 

（子会社化）に関する株式譲渡契約締結および持分比率変更のお知らせ 

 

 平成 21 年 1 月 19 日付「セイノーホールディングス株式会社による西武運輸株式会社の株式取得（子

会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」にて公表した通り、セイノーホールディングス株式会

社（以下、「SHD」といいます。）と株式会社西武ホールディングス（以下、「SBHD」といいます。）は、

基本合意に基づき誠実に協議を重ねて参りました。協議の結果、SBHD の連結子会社である西武鉄道株

式会社および西武建設株式会社と SHD は、SHD による西武運輸株式会社（以下、「SB」といいます。）の

株式取得にかかる株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１． 株式の取得の理由 

 

貨物自動車運送業界は、景気低迷を背景に国内貨物量が減少する中、多数のプレーヤーが限ら

れたシェアを奪い合う厳しい業界構造となっております。 

SHD は、創業以来一貫して企業間物流をコア事業として位置付け、更なる利便の提供を目指し、

サービス拠点の充実・強化、輸送能力増強およびネットワークの拡充に取り組んで参りました。

一方、SBHD は、連結子会社である SB の収益力改善および中長期的な成長戦略の構築を目指す中で、

より広範なネットワークとノウハウを保有する戦略的パートナーの必要性を認識するに至りまし

た。 

両社は、基本合意書締結後も取引の詳細についての協議を行って参りましたが、SB と SHD の協
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業により、幹線ネットワークの効率化、重複拠点の統合・再配置、国内航空貨物事業の強化およ

びサービスラインナップの増強等、シナジー効果が充分に見込めることを改めて確認するに至り、

今般 SHD が SB の株式を取得し、子会社化することについて最終合意致しました。 

株式の持分比率については、両社グループ間の協力関係を構築する観点から、SHD が SB の株式

を 90％取得し、西武鉄道が引続き 10％保有することで合意致しました。 

 

２． 異動する子会社の概要 

 

(１)商     号  西武運輸株式会社 

(２)代 表 者         代表取締役社長 古賀 明典 

(３)所 在 地         東京都豊島区南池袋 1-16-15 

(４)設 立 年 月 日         昭和 19 年 1月 15 日 

(５)主な事業の内容  貨物自動車運送業 

(６)決  算  期  3 月末 

(７)従 業 員 数  2,151 名 （平成 21 年 3月 31 日時点） 

(８)主 な 事 業 所         本社、東京統括支店、名古屋統括支店、大阪統括支店他  

(９)資 本 金  509 百万円 

(10)発行済株式総数  10,179,800 株（平成 21 年 4 月 19 日時点） 

(11)大株主構成および所有割合 株式会社西武ホールディングス（100.00％（間接保有）） 

    西武鉄道株式会社 （94.064％（直接保有）） 

西武建設株式会社 （ 5.936％（直接保有）） 

（上記はいずれも平成 21 年 4 月 19 日時点） 

(12)最近事業年度における業績の動向 

 

 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期 

売 上 高 84,707 百万円 83,884 百万円 

営 業 利 益 922 百万円 △239 百万円 

経 常 利 益 996 百万円 △278 百万円 

当 期 利 益 1,294 百万円 569 百万円 

総 資 産 49,030 百万円 48,161 百万円 

純 資 産 27,815 百万円 27,972 百万円 

１株当たり配当金     － － 

 
(13)備 考              西武運輸株式会社の異動に伴い、同社の子会社である九州西武

運輸株式会社、株式会社トーヨー、セントラル物流株式会社、
株式会社勝沼運送、だるま屋運輸株式会社の各社も異動します。 
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３． 株式の売買当事者 

 株式取得者 株式譲渡者 

(１)商     号 
セイノーホールディ

ングス株式会社 
西武鉄道株式会社 西武建設株式会社 

(２)代  表  者 
代表取締役社長 

田口 義隆 

代表取締役社長 

後藤 高志 

代表取締役社長 

大澤 茂治 

(３ )本 店 所 在 地        
岐阜県大垣市田口町 

1 番地 

東京都豊島区南池袋

1-16-15 

東京都豊島区南池袋

1-16-15 

(４)主な事業の内容 
貨物自動車運送業、

自動車販売業等 

鉄道事業、沿線観光

事業、不動産事業 

土木・建築・住宅等

総合建設業 

(５)相手先との関係 人的関係・資本関係はありません 

 
 

４． 売買株式数および売買前後の所有株式の状況 

 
SHD 所有割合

西武鉄道 

株式会社 
所有割合 

西武建設 

株式会社 
所有割合

売買前の 

所有株式数   

（議決権の数）

0株

（ 0 個）

0％ 9,575,484 株

（9,575 個）

94.064％ 604,316 株 

（604 個） 

5.936％

売買株式数 

（議決権の数）

9,161,820 株

（9,161 個）
－     

売買後の 

所有株式数 

（議決権の数）
9,161,820 株

（9,161 個）

90.00％ 1,017,980 株

（ 1,017 個）

10.00％ 0 株 

（ 0 個） 

0.00％

 

    株式取得価額：563 百万円 

有利子負債引継額：151 億円 

 

５． 日程 

平成 21 年 4月 20 日  取締役会決議･株式譲渡契約締結 

平成 21 年 4月 24 日  株式譲渡期日 

 

 

６． 今後の見通し 

 本件による連結業績への影響につきましては、確定次第発表いたします。 

 

    
以  上 


